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平成２９年労第３８６号 

 

主  文 

本件再審査請求を棄却する。 

 

事実及び理由 

第１ 再審査請求の趣旨 

再審査請求人（以下「請求人」という。）の再審査請求の趣旨は、労働基準監督署

長（以下「監督署長」という。）が平成○年○月○日付けで請求人に対してした労働

者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０号）による障害補償給付の支給に関する

処分を取り消すとの裁決を求めることにある。 

第２ 事案の概要 

１ 請求人は、平成○年○月○日、Ａ所在のＢ会社に雇用され、新聞配達業務に従

事していた。  

２ 請求人によると、平成○年○月○日、自転車で朝刊を配達中に道路の縁石に接

触して転倒し右肘を強打し負傷した（以下「本件災害」という。）という。請求人

は、同日、Ｃ病院に受診し、「右肘頭骨折、前腕挫傷」と診断され、療養を継続し

た結果、平成○年○月○日をもって治癒（症状固定）となった。 

３ 本件は、請求人が、治癒後障害が残存するとして障害補償給付を請求したとこ

ろ、監督署長は、請求人に残存する障害は労働者災害補償保険法施行規則別表第

１に定める障害等級表上の障害等級（以下「障害等級」という。）第１４級に該

当するものと認め、同等級に応ずる障害補償給付を支給する旨の処分（以下「本

件処分」という。）をしたことから、本件処分の取消しを求める事案である。 

４ 請求人は、労働者災害補償保険審査官（以下「審査官」という。）に対し審査請

求をしたところ、審査官が平成○年○月○日付けでこれを棄却する旨の決定をし

たことから、更にこの決定を不服として本件再審査請求をした。 

第３ 当事者の主張の要旨 

１ 請求人 

（略） 

２ 原処分庁 

（略） 
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第４ 争  点 

請求人に残存した障害の程度が、障害等級第１４級を超えるものであると認めら

れるか。 

第５ 審査資料 

（略） 

第６ 理  由 

１ 当審査会の事実認定 

（略） 

２ 当審査会の判断 

（１）当審査会は、請求人の主張に関して、医師の所見を含め関係資料を精査した

ところ、請求人に残存する障害について検討すべきは、右上肢の疼痛及び握力

低下であると判断する。 

（２）Ｄ医師は、平成○年○月○日付け診断書及び平成○年○月○日付け意見書に

おいて、要旨、「右肘の痛み、右手指のこわばり、握力低下（右７kg、左２７

kg）、肘伸側に１０cmの術創あり、肘関節可動域：右（患側）１３０度、左（健

側）１４６度、痛みにより労務に差支えがあると考えている。」と所見してい

る。 

（３）次に、Ｅ医師は、「画像から見て、骨癒合はしている。計測では、肘関節は

よく動いている。このことより、神経症状として『局部に神経症状を残すもの』

と考える。」と述べている。 

（４）当審査会において、医学的所見を精査したが、Ｅ医師の意見は妥当であり、

請求人に残存する障害は、右肘の痛み、右手指のしびれ感及び右手の握力低下

と認められるが、画像所見において、請求人の症状を説明しうる器質的損傷が

認められないことから、決定書理由に説示のとおり、障害等級第１４級の９「通

常の労務に服することはできるが、受傷部位にほとんど常時疼痛を残すもの」

に該当する程度とみるのが相当である。 

なお、右上肢の機能障害については、当審査会としても、決定書理由に説示

のとおり、右肘関節の可動域は、健側に比して４分の３以下に制限されておら

ず、障害等級には該当しないものと判断する。 

さらに、右上肢の醜状障害についても、決定書理由に説示のとおり、手のひ

らの大きさの醜状には至らないことから、障害等級には該当しないものと判断
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する。 

（５）したがって、本件災害による請求人に残存する障害の程度は、上記のとおり

であって、障害等級第１４級「局部に神経症状を残すもの」に該当するものと

判断する。 

（６）なお、請求人は、治癒後の測量の仕事で疼痛が増悪した旨主張するが、障害

等級の認定にあっては、治癒時の障害状態により判断すべきものであり、請求

人の主張は採用できない。 

３ 結  論 

以上のとおり、本件処分は妥当であって、これを取り消すべき理由はないから、

請求人の本件再審査請求を棄却することとして、主文のとおり裁決する。 


